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法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

健診結果の提供にご協力ください！健診結果の提供にご協力ください！

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

　
令
和
元
年
度
の
資
料
貸
出
ラ
ン
キ
ン
グ

を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

１
位
「
蜜み

つ

蜂ば
ち

と
遠え

ん

雷ら
い

」

恩お
ん

田だ　
陸り

く　
著

２
位
「
沈ち

ん

黙も
く

の
パ
レ
ー
ド
」

東ひ
が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

３
位
「
か
が
み
の
孤こ

城じ
ょ
う」辻つ

じ

村む
ら　
深み

月づ
き　
著

４
位
「
未み

来ら
い

」

湊み
な
と　
か
な
え　
著

５
位
「
危き

険け
ん

な
ビ
ー
ナ
ス
」

東ひ
が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

■
児
童
書

１
位
「
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
」
シ
リ
ー
ズ

　
原は

ら　
ゆ
た
か　
さ
く
・
え

２
位
「
お
し
り
た
ん
て
い　
み
は
ら
し
そ

う
の
か
い
じ
け
ん
」

ト
ロ
ル　
さ
く
・
え

３
位
「
の
り
も
の
お
ば
け
ず
か
ん
」

斉さ
い

藤と
う　
洋ひ

ろ
し　
作

■
絵
本

１
位
「
し
ろ
く
ま
ち
ゃ
ん
の
ほ
っ
と
け
ー

き
」�

わ
か
や
ま
け
ん　
え

２
位
「
ぐ
り
と
ぐ
ら
」

中な
か

川が
わ　
李り

枝え

子こ　
さ
く

３
位
「
へ
ん
し
ん
と
び
ば
こ
」

あ
き
や
ま　
た
だ
し　
作
・
絵

■
６
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
７
日
㈰　

午
前
１１
時
～
、

２１
日
㈰　
午
後
２
時
～　
▼
一
般
向
け
＝

１４
日
㈰
・
２８
日
㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１４
日
㈰
・
２８
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
６
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　
毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　
毎
週
土
・
日
曜

日

質問

　私は、１０年前に夫と結婚しました。しかし、夫との口論が増えた
ことをきっかけに、現在では別居しており、離婚を考えています。
　そこで、夫に離婚を切り出し、用意しておいた離婚届への署名・
押印を夫に求めたところ、離婚届を破られてしまいました。
　私は、どうすれば離婚できるのでしょうか。
回答

　離婚手続きは、基本的に、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚
と検討することになります。
　まず、①の協議離婚は、互いに合意して離婚届を提出することで
離婚できます。しかし、相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で
行われる②③の手続きを利用しなければ離婚することはできません。
したがって、質問者の方は、今後家庭裁判所での手続きを検討する
必要があります。
　②の調停離婚は、家庭裁判所での調停という手続きを経て離婚す
るものです。調停とは、裁判所を介した話合いであり、原則的に相
手と対面せずにすることができます。もっとも、これも話合いであ
る以上、相手が離婚に応じない場合、②でも離婚することはできず、
③に移行するしかありません。
　③の裁判離婚では、裁判官が当事者の言い分を聞き、法律上の「離
婚原因」があると判断されれば、相手が離婚に応じる意思がなくて
も、離婚が認められます。
　離婚原因は、法律上、不貞行為などが明示されていますが、それ
以外にも別居期間の長さや夫婦生活の実態から認められることもあ
ります。逆に、離婚原因が認められない場合、残念ながら、離婚す
ることはできません。
　離婚を考える際には、このように、相手が応じない場合に離婚が
認められるかという問題を前提として検討しておく必要があります。
また、特に未成年の子どもがいる場合には離婚の可否も含め、検討
事項が増えます。離婚をお考えの場合には、まずは弁護士に今後の
見込みについて相談されることをおすすめします。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　石川智也（弁護士）

離婚手続き

　八潮市国民健康保険に加入している４０歳以上の方で健診結果を提供
していただくと、
①�健診結果が一定の要件に該当する方は、無料で市の特定保健指導が
利用できます。
②�人間ドックを受けた場合は、一定の条件を満たしていると、申請い
ただくことで費用の一部に対して補助金が受けられます。

※結果提供については、特定健診の受診券に同封した封筒で送付できます。

人間ドックへの補助金は以下の全てに該当の方
が対象です。
・今年度特定健診を受診しない
・今年度健康診査補助金を利用しない
・今年度人間ドック補助金を受けていない
・国保税・市税を滞納していない
・�４０歳以上の国保加入者（受診日時点加入歴１
年以上）

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

生
活
に
困
っ
た
ら
、

　
１
人
で
抱
え
込
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
失
業
、
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
に
よ
り
働
け

な
く
な
っ
た
り
、
世
帯
の
主
な
働
き
手
が

死
亡
し
た
り
し
て
、
生
活
に
困
っ
た
ら
、

１
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

　

市
で
は
、「
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支

援
窓
口
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制

度
は
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の
段
階
で
、

現
に
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
に
対
し
、
相

談
支
援
な
ど
を
行
い
自
立
の
促
進
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

支
援
内
容

▼
自
立
相
談
支
援
事
業

　
現
に
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
支
援
員
が
就
労
プ
ラ
ン
を
作
成
し
た

り
、
他
機
関
、
他
制
度
の
紹
介
な
ど
、
生

活
の
安
定
に
向
け
た
支
援
を
し
た
り
し
ま

す
。

▼
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　
離
職
な
ど
に
よ
り
住
居
を
失
っ
た
、
ま

た
は
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
方
に
対
し
て
一

定
期
間
、
家
賃
相
当
額
（
上
限
あ
り
）
を

支
給
し
ま
す
。

※
支
給
に
つ
い
て
は
一
定
の
要
件
が
あ
り

ま
す
。

▼
就
労
準
備
支
援
事
業

　
た
だ
ち
に
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

に
対
し
て
、
健
康
状
態
な
ど
を
確
認
し
、

今
後
の
就
労
に
つ
い
て
相
談
者
と
一
緒
に

考
え
、
就
職
活
動
に
向
け
た
準
備
な
ど
の

支
援
を
し
ま
す
。

▼
家
計
改
善
支
援
事
業

　
収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い

な
ど
、
家
計
に
問
題
を
抱
え
る
方
に
対
し

て
、
家
計
の
問
題
を
「
見
え
る
化
」
し
、

家
計
管
理
の
意
欲
を
引
き
出
し
、
自
ら
家

計
管
理
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

②
生
活
保
護
制
度

　
生
活
保
護
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
自

立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た

方
に
対
し
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障

し
、
１
日
も
早
く
自
立
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
制
度
で
す
。
ま
た
、
生
活
保
護
を
受

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
扶
助

が
ど
の
程
度
受
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、

個
々
の
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
具
体
的
な
個
々
の
状
況
確
認
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
社
会
福
祉
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

物
①
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
専
用
☎

９４９
・
６
３
１
７
②
生
活
保
護
に
つ
い
て
の

相
談
＝
社
会
福
祉
課
☎
焚
２
４
５

物国保年金課☎焚２１４

　不況時における特別措置として、中小企業の方を対象に経営の安定
のために必要な資金の融資のあっせんを行います。

物商工観光課☎焚４７９

中小企業不況対策融資制度のご案内中小企業不況対策融資制度のご案内

◆対象（次のすべてに該当する方）
▼最近３カ月の月平均売上額が、昨年同期と比べて１０パーセント以上減
少しているか、２年前もしくは３年前の同期と比べて１０パーセント以上
減少していて、かつ前年同期に比べて５パーセント以上減少している方
▼市内で１年以上事業を営んでいる方
▼期限の到来している市税を完納している方
◆限度額　１,０００万円（運転資金）
◆償還期間　１０年以内（据え置き１年以内含む）
◆利率　１.２パーセント
◆信用保証料　埼玉県信用保証協会へ支払った保証料を全額補助
◆保証人　個人は不要、法人は保証協会の定めるところによる
◆担保　必要に応じて求める
仏事前に金融機関に相談のうえ、５月１５日から令和３年１月２９日までに、
商工観光課（☎焚４７９）窓口へ
※予算枠に達し次第締め切り

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報

を
お
知
ら
せ
し
て
い
る
、「
行
っ
て

み
た
い
な
と
な
り
ま
ち
」
の
コ
ー
ナ

ー
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
影
響
に
よ
り
、
今
月
号
か
ら
当

面
の
間
、
休
止
と
し
ま
す
。

　
最
新
情
報
は
、
各
市
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

•••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


